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 新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

を次のとおり公布する。 

  令和 8 年 3 月 16 日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 品 田 宏 夫   

新潟県市町村総合事務組合規則第 2 号 

   新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する

規則 

第１条 新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成16年規則

第15号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （勤勉手当の成績率） 

第20条 定年前再任用短時間勤務職員以外の

職員の成績率は、当該職員が次の各号のいず

れに該当するかに応じ、当該各号に定める割

合の範囲内において、管理者が定めるものと

する。ただし、管理者は、給与条例第26条第

１項の職員が著しく少数であること等の事

情により、第１号及び第２号に定める成績率

によることが著しく困難であると認める場

合には、別段の取扱いをすることができる。 

⑴ 直近の業績評価（基準日以前における直

近の業績評価をいう。以下同じ。）の全体

評点（確認者による確認が行われた全体評

点をいう。以下同じ。）が上位の段階であ

る職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 

 100分の 126.5以上 100分の 322.5以下 

⑵ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち、勤務成績が優秀な職

員 100 分の 115以上 100分の 126.5 未満 

⑶ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち勤務成績が良好な職

員並びに直近の業績評価の全体評点が中

位の段階である職員及び基準日以前にお

ける直近の人事評価の結果がない職員（次

号の管理者の定める職員を除く。） 100分

の 103.5 

⑷ 直近の業績評価の全体評点が下位の段

階である職員及び基準日以前６箇月以内

の期間において懲戒処分を受けた職員そ

の他の管理者の定める職員 100 分の 95

 （勤勉手当の成績率） 

第20条 定年前再任用短時間勤務職員以外の

職員の成績率は、当該職員が次の各号のいず

れに該当するかに応じ、当該各号に定める割

合の範囲内において、管理者が定めるものと

する。ただし、管理者は、給与条例第26条第

１項の職員が著しく少数であること等の事

情により、第１号及び第２号に定める成績率

によることが著しく困難であると認める場

合には、別段の取扱いをすることができる。 

⑴ 直近の業績評価（基準日以前における直

近の業績評価をいう。以下同じ。）の全体

評点（確認者による確認が行われた全体評

点をいう。以下同じ。）が上位の段階であ

る職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 

 100 分の 124 以上 100 分の 315 以下 

⑵ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち、勤務成績が優秀な職

員 100 分の 112.5以上 110分の 124未満 

⑶ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち勤務成績が良好な職

員並びに直近の業績評価の全体評点が中

位の段階である職員及び基準日以前にお

ける直近の人事評価の結果がない職員（次

号の管理者の定める職員を除く。） 100分

の 101 

⑷ 直近の業績評価の全体評点が下位の段

階である職員及び基準日以前６箇月以内

の期間において懲戒処分を受けた職員そ

の他の管理者の定める職員 100分の92.5
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以下 

２・３ （略） 

第20条の２ 定年前再任用短時間勤務職員の

成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該

当するかに応じ、当該各号に定める割合の範

囲内において、管理者が定めるものとする。 

⑴ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち、勤務成績が優秀な職

員 100分の55.25以上 

⑵ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち勤務成績が良好な職

員並びに直近の業績評価の全体評点が中

位の段階である職員及び基準日以前にお

ける直近の人事評価の結果がない職員（次

号の管理者の定める職員を除く。） 100分

の51.75 

⑶ 直近の業績評価の全体評点が下位の段

階である職員及び基準日以前６箇月以内

の期間において懲戒処分を受けた職員そ

の他の管理者の定める職員 100 分の

49.75 以下 

２ （略） 

以下 

２・３ （略） 

第20条の２ 定年前再任用短時間勤務職員の

成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該

当するかに応じ、当該各号に定める割合の範

囲内において、管理者が定めるものとする。 

⑴ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち、勤務成績が優秀な職

員 100分の52.75以上 

⑵ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち勤務成績が良好な職

員並びに直近の業績評価の全体評点が中

位の段階である職員及び基準日以前にお

ける直近の人事評価の結果がない職員（次

号の管理者の定める職員を除く。） 100分

の49.25 

⑶ 直近の業績評価の全体評点が下位の段

階である職員及び基準日以前６箇月以内

の期間において懲戒処分を受けた職員そ

の他の管理者の定める職員 100 分の

47.25 以下 

２ （略） 
  

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

第２条 新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 
  

 （勤勉手当の成績率） 

第20条 定年前再任用短時間勤務職員以外の

職員の成績率は、当該職員が次の各号のいず

れに該当するかに応じ、当該各号に定める割

合の範囲内において、管理者が定めるものと

する。ただし、管理者は、給与条例第26条第

１項の職員が著しく少数であること等の事

情により、第１号及び第２号に定める成績率

によることが著しく困難であると認める場

合には、別段の取扱いをすることができる。 

⑴ 直近の業績評価（基準日以前における直

近の業績評価をいう。以下同じ。）の全体

評点（確認者による確認が行われた全体評

点をいう。以下同じ。）が上位の段階であ

 （勤勉手当の成績率） 

第20条 定年前再任用短時間勤務職員以外の

職員の成績率は、当該職員が次の各号のいず

れに該当するかに応じ、当該各号に定める割

合の範囲内において、管理者が定めるものと

する。ただし、管理者は、給与条例第26条第

１項の職員が著しく少数であること等の事

情により、第１号及び第２号に定める成績率

によることが著しく困難であると認める場

合には、別段の取扱いをすることができる。 

⑴ 直近の業績評価（基準日以前における直

近の業績評価をいう。以下同じ。）の全体

評点（確認者による確認が行われた全体評

点をいう。以下同じ。）が上位の段階であ
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る職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 

 100分の 125.25以上 100分の 318.75以

下 

⑵ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち、勤務成績が優秀な職

員 100 分の 113.75 以上 100 分の 125.25

未満 

⑶ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち勤務成績が良好な職

員並びに直近の業績評価の全体評点が中

位の段階である職員及び基準日以前にお

ける直近の人事評価の結果がない職員（次

号の管理者の定める職員を除く。） 100分

の 102.25 

⑷ 直近の業績評価の全体評点が下位の段

階である職員及び基準日以前６箇月以内

の期間において懲戒処分を受けた職員そ

の他の管理者の定める職員 100 分の

93.75 以下 

２・３ （略） 

第20条の２ 定年前再任用短時間勤務職員の

成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該

当するかに応じ、当該各号に定める割合の範

囲内において、管理者が定めるものとする。 

⑴ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち、勤務成績が優秀な職

員 100分の54以上 

⑵ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち勤務成績が良好な職

員並びに直近の業績評価の全体評点が中

位の段階である職員及び基準日以前にお

ける直近の人事評価の結果がない職員（次

号の管理者の定める職員を除く。） 100分

の50.5 

⑶ 直近の業績評価の全体評点が下位の段

階である職員及び基準日以前６箇月以内

の期間において懲戒処分を受けた職員そ

の他の管理者の定める職員 100分の48.5

以下 

２ （略） 

る職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 

 100分の 126.5以上 100分の 322.5以下 

 

⑵ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち、勤務成績が優秀な職

員 100 分の 115 以上 100 分の 126.5 未満 

 

⑶ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち勤務成績が良好な職

員並びに直近の業績評価の全体評点が中

位の段階である職員及び基準日以前にお

ける直近の人事評価の結果がない職員（次

号の管理者の定める職員を除く。） 100分

の 103.5 

⑷ 直近の業績評価の全体評点が下位の段

階である職員及び基準日以前６箇月以内

の期間において懲戒処分を受けた職員そ

の他の管理者の定める職員 100 分の 95

以下 

２・３ （略） 

第20条の２ 定年前再任用短時間勤務職員の

成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該

当するかに応じ、当該各号に定める割合の範

囲内において、管理者が定めるものとする。 

⑴ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち、勤務成績が優秀な職

員 100分の55.25以上 

⑵ 直近の業績評価の全体評点が上位の段

階である職員のうち勤務成績が良好な職

員並びに直近の業績評価の全体評点が中

位の段階である職員及び基準日以前にお

ける直近の人事評価の結果がない職員（次

号の管理者の定める職員を除く。） 100分

の51.75 

⑶ 直近の業績評価の全体評点が下位の段

階である職員及び基準日以前６箇月以内

の期間において懲戒処分を受けた職員そ

の他の管理者の定める職員 100 分の

49.75 以下 

２ （略） 
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  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日から施

行する。 

２ 第１条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関

する規則の規定は、令和７年 12 月１日から適用する。 
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新潟県市町村総合事務組合告示第 5 号 

令和 8年 3月 31日限りで村上市及び南魚沼市が新潟県市町村総合事務組合の共同処

理する事務中、別表第 2 の 4 の項に規定する事務から脱退することに伴って新潟県市

町村総合事務組合規約を次のとおり変更することについて、令和 8 年 3 月 6 日付け総

行市第 34 号をもって総務大臣から許可があった。 

  令和 8 年 3 月 16 日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 品 田 宏 夫   
 

規約の変更内容 

 新潟県市町村総合事務組合規約（平成 16 年総行市第 30 号許可）の一部を次のよう

に変更する。 

 別表第 2 の 4 の項中「村上市、阿賀野市」を「阿賀野市」に改め、「、南魚沼市」を

削る。 

   附 則 

 この規約は、令和 8 年 4月 1 日から施行する。 
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